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平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

第
三
千
九
百
八
十
三
号

増

刊

①

　
　
　
　

雑
　
　
　
報

○
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程�

（
防
災
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
六

　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号

　

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
長

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
（
平
成
四
年
十
月
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
三
項
中
「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
、
及
び
臨
時
の
班
」
を
「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
、
被

災
者
支
援
チ
ー
ム
及
び
臨
時
の
班
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
四
項
中
「
災
害
対
策
情
報
連
絡
班
、
災
害
情
報
セ
ン
タ
ー
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
、
及

び
臨
時
の
班
」
を
「
災
害
対
策
情
報
連
絡
班
、
災
害
時
緊
急
派
遣
チ
ー
ム
、
災
害
情
報
セ
ン
タ
ー
、
災

害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
、
被
災
者
支
援
チ
ー
ム
及
び
臨
時
の
班
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
五
項
中
「
災
害
対
策
情
報
連
絡
班
、
災
害
情
報
セ
ン
タ
ー
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
、
及

び
臨
時
の
班
」
を
「
災
害
対
策
情
報
連
絡
班
、
災
害
時
緊
急
派
遣
チ
ー
ム
、
災
害
情
報
セ
ン
タ
ー
、
災

害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
、
被
災
者
支
援
チ
ー
ム
及
び
臨
時
の
班
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
ダ
ム
建
設
事
務
所
内
及
び
港
務
所
内
」
を
「
港
務
所
内
及
び
流
域
下
水
道
事
務
所
内

」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
二
中
「
那
珂
県
土
整
備
建
築
班　
　

福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
管
轄
区
域

　
　
　
　
　

五
ケ
山
ダ
ム
建
設
県
土
整
備
建
築
班　

福
岡
県
五
ケ
山
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
管
轄
区
域

　
　
　
　
　

伊
良
原
ダ
ム
建
設
県
土
整
備
建
築
班　

福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
管
轄
区
域

　
　
　
　
　

苅
田
港
務
県
土
整
備
建
築
班　
　
　
　

福
岡
県
苅
田
港
務
所
の
管
轄
区
域
」
を

　
　
　
　

「
那
珂
県
土
整
備
建
築
班　
　
　
　
　
　

福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
管
轄
区
域

　
　
　
　
　

苅
田
港
務
県
土
整
備
建
築
班　
　
　
　

福
岡
県
苅
田
港
務
所
の
管
轄
区
域
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

目
　
　
　
次

雑
　
　
　
報

教
育
部

教
育
長

教
育
次
長

総
務
部

総
務
事
務
厚
生
班

総
務
事
務
厚
生
課
長

東
京
連
絡
班

東
京
事
務
所
長

教
育
部

教
育
長

副
教
育
長

総
務
部

総
務
事
務
厚
生
班

総
務
事
務
厚
生
課
長

企
画
・
地
域
振
興
部

国
際
局

地
域
班

地
域
課
長

企
画
・
地
域
振
興
部

国
際
局

地
域
班

地
域
課
長

東
京
連
絡
班

東
京
事
務
所
長

県
土
整
備
部

河
川
班

河
川
課
長

河
川
開
発
班

河
川
開
発
課
長

県
土
整
備
部

河
川
管
理
班

河
川
管
理
課
長

河
川
整
備
班

河
川
整
備
課
長
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に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
中
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に
、

教
育
部

総
務
班

総
務
課
長

財
務
班

財
務
課
長

文
化
財
保
護
班

文
化
財
保
護
課
長

企
画
調
整
班

企
画
調
整
課
長

社
会
教
育
班

社
会
教
育
課
長

教
職
員
班

教
職
員
課
長

施
設
班

施
設
課
長

高
校
教
育
班

高
校
教
育
課
長

義
務
教
育
班

義
務
教
育
課
長

人
権
・
同
和
教
育
班

人
権
・
同
和
教
育
課
長

体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
班

体
育
ス
ポ
ー
ツ
課
長

教
育
部

総
務
企
画
班

総
務
企
画
課
長

財
務
班

財
務
課
長

教
職
員
班

教
職
員
課
長

施
設
班

施
設
課
長

文
化
財
保
護
班

文
化
財
保
護
課
長

高
校
教
育
班

高
校
教
育
課
長

義
務
教
育
班

義
務
教
育
課
長

特
別
支
援
教
育
班

特
別
支
援
教
育
課
長

人
権
・
同
和
教
育
班

人
権
・
同
和
教
育
課
長

体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
班

体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
長

社
会
教
育
班

社
会
教
育
課
長

総
務
部

総
務
事
務
厚

生
班

一　

職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

罹
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す
る

こ
と
。

三�　

災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四�　

災
害
対
策
応
急
物
資
等
購
入
品
の
検
収
に
関
す
る

こ
と
。

東
京
連
絡
班

一�　

国
会
、
中
央
官
庁
と
の
連
絡
折
衝
及
び
資
料
配
付

に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部

総
務
事
務
厚

生
班

一　

職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

罹
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す
る

こ
と
。

三　

災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四�　

災
害
対
策
応
急
物
資
等
購
入
品
の
検
収
に
関
す
る

こ
と
。

総
合
指
令
部

災
害
情
報
セ

ン
タ
ー

一�　

県
民
に
対
す
る
各
種
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と

。

災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
班

一�　

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び

伝
達
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
団
体
等
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

被
災
者
支
援

チ
ー
ム

一�　

被
災
者
の
生
活
再
建
支
援
及
び
事
業
継
続
支
援
、

被
災
自
治
体
の
行
政
運
営
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
指
令
部

災
害
情
報
セ

ン
タ
ー

一�　

県
民
に
対
す
る
各
種
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と

。

総
合
指
令
部

災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
班

一�　

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び

伝
達
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
団
体
等
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

企
画
・
地
域
振

興
部

国
際

局

地
域

班

一　

災
害
時
の
外
国
人
渉
外
に
関
す
る
こ
と
。

二　

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

企
画
・
地
域
振

興
部

国
際

局

地
域

班

一　

災
害
時
の
外
国
人
渉
外
に
関
す
る
こ
と
。

二　

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

東
京
連
絡
班

一�　

国
会
、
中
央
官
庁
と
の
連
絡
折
衝
及
び
資
料
配
付

に
関
す
る
こ
と
。
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を

福
祉
労
働
部

子
育
て
支
援

班

一　

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
）
の
災
害
応
急
復
旧
に

関
す
る
こ
と
。

児
童
家
庭
班

一　

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
以
外
）
の
災
害
応
急
復

旧
に
関
す
る
こ
と
。

県
土
整
備
部

河
川
班

一�　

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す

る
こ
と
。

二�　

河
川
の
被
害
調
査
及
び
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る

こ
と
。

河
川
開
発
班

一�　

建
設
中
の
ダ
ム
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る

こ
と
。

福
祉
労
働
部

子
育
て
支
援

班

一　

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
）
、
届
出
保
育
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
に
関

す
る
こ
と
。

児
童
家
庭
班

一　

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
以
外
）
の
災
害
応
急
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

教
育
部

財
務
班

二�　

罹
災
者
に
係
る
授
業
料
の
免
除
及
び
就
学
援
助
に

関
す
る
こ
と
。

文
化
財
保
護

班

一　

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

企
画
調
整
班

一　

市
町
村
支
援
班
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

社
会
教
育
班

一�　

社
会
教
育
施
設
及
び
設
備
の
災
害
予
防
並
び
に
災

害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

社
会
教
育
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と

。

教
職
員
班

一�　

県
立
学
校
の
教
職
員
及
び
市
町
村
立
学
校
の
県
費

負
担
教
職
員
の
確
保
そ
の
他
の
人
事
措
置
及
び
服
務

に
関
す
る
こ
と
。

二�　

県
立
学
校
の
教
職
員
及
び
市
町
村
立
学
校
の
県
費

負
担
教
職
員
の
避
難
に
関
す
る
こ
と
。

施
設
班

一　

文
教
施
設
設
備
の
災
害
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

災
害
に
伴
う
文
教
施
設
の
応
急
修
理
に
関
す
る
こ

と
。

三　

文
教
施
設
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

高
校
教
育
班

一�　

県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
高
一
貫
教
育
校
（
以

下
「
県
立
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
教

職
員
及
び
生
徒
に
対
す
る
防
災
知
識
の
普
及
に
関
す

る
こ
と
。

二�　

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
生
徒
の
避
難
に
関
す

る
こ
と
。

三�　

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
応
急
教
育
の
方
法
に

関
す
る
こ
と

四�　

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
生
徒
に
対
す
る
教
科

書
、
教
材
及
び
学
用
品
の
調
達
に
関
す
る
こ
と
。

五　

育
英
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

義
務
教
育
班

一�　

県
立
特
別
支
援
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お
け

る
教
職
員
並
び
に
児
童
及
び
生
徒
に
対
す
る
防
災
知

識
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

県
立
特
別
支
援
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お
け

る
児
童
及
び
生
徒
の
避
難
に
関
す
る
こ
と
。

三�　

県
立
特
別
支
援
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お
け

る
応
急
教
育
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

四�　

県
立
特
別
支
援
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お
け

る
教
科
書
、
教
材
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

県
土
整
備
部

河
川
管
理
班

一�　

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す

る
こ
と
。

二�　

河
川
の
被
害
調
査
及
び
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る

こ
と
。

河
川
整
備
班

一�　

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す

る
こ
と
。

総
務
班

一　

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

事
務
局
職
員
の
動
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

四　

職
員
の
保
健
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

一　

災
害
復
旧
予
算
に
関
す
る
こ
と
。
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に
改
め
る
。

人
権
・
同
和

教
育
班

一　

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と

。二　

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

体
育
ス
ポ
ー

ツ
健
康
班

一�　

交
通
安
全
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及
に
関
す
る
こ

と
。

二�　

災
害
復
旧
の
学
校
環
境
衛
生
の
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

三�　

被
災
学
校
給
食
設
備
の
応
急
修
理
及
び
代
替
施
設

の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

四　

被
災
学
校
の
給
食
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五�　

児
童
及
び
生
徒
の
保
健
管
理
及
び
保
健
指
導
に
関

す
る
こ
と
。

六�　

体
育
施
設
及
び
設
備
の
災
害
予
防
並
び
に
災
害
復

旧
に
関
す
る
こ
と
。

七　

体
育
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

教
育
部

高
校
教
育
班

　

教
職
員
及
び
生
徒
に
対
す
る
防
災
知
識
並
び
に
交
通

　

安
全
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
生
徒
の
避
難
に
関
す

る
こ
と
。

三�　

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
応
急
教
育
の
方
法
に

関
す
る
こ
と
。

四�　

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
生
徒
に
対
す
る
教
科

書
、
教
材
及
び
学
用
品
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

五　

育
英
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

義
務
教
育
班

一�　

市
町
村
立
学
校
に
お
け
る
教
職
員
及
び
児
童
生
徒

に
対
す
る
防
災
知
識
の
普
及
並
び
に
交
通
安
全
に
つ

い
て
の
知
識
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

市
町
村
立
学
校
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
避
難
に
関

す
る
こ
と
。

三�　

市
町
村
立
学
校
に
お
け
る
応
急
教
育
の
方
法
に
関

す
る
こ
と
。

四�　

市
町
村
立
学
校
に
お
け
る
教
科
書
、
教
材
の
確
保

に
関
す
る
こ
と
。

特
別
支
援
教

育
班

一�　

県
立
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
教
職
員
及
び
幼
児

児
童
生
徒
に
対
す
る
防
災
知
識
並
び
に
交
通
安
全
に

つ
い
て
の
知
識
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

県
立
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
幼
児
児
童
生
徒
の

避
難
に
関
す
る
こ
と
。

三�　

県
立
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
応
急
教
育
の
方
法

に
関
す
る
こ
と
。

四�　

県
立
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
幼
児
児
童
生
徒
に

対
す
る
教
科
書
、
教
材
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

人
権
・
同
和

教
育
班

一�　

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と

。
二　

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

体
育
ス
ポ
ー

ツ
健
康
班

一�　

災
害
復
旧
の
学
校
環
境
衛
生
の
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

二�　

被
災
学
校
給
食
設
備
の
応
急
修
理
及
び
代
替
施
設

の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

被
災
学
校
の
給
食
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

四�　

児
童
及
び
生
徒
の
保
健
管
理
及
び
保
健
指
導
に
関

す
る
こ
と
。

五�　

体
育
施
設
及
び
設
備
の
災
害
予
防
並
び
に
災
害
復

旧
に
関
す
る
こ
と
。

六　

体
育
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
企
画
班

一　

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

事
務
局
職
員
の
動
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

四　

市
町
村
支
援
班
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

財
務
班

一　

災
害
復
旧
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

罹
災
者
に
係
る
授
業
料
の
免
除
及
び
就
学
援
助
に

関
す
る
こ
と
。

教
職
員
班

一�　

県
立
学
校
の
教
職
員
及
び
市
町
村
立
学
校
の
県
費

負
担
教
職
員
の
確
保
そ
の
他
の
人
事
措
置
及
び
服
務

に
関
す
る
こ
と
。

二�　

県
立
学
校
の
教
職
員
及
び
市
町
村
立
学
校
の
県
費

負
担
教
職
員
の
避
難
に
関
す
る
こ
と
。

三　

職
員
の
保
健
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

施
設
班

一　

文
教
施
設
設
備
の
災
害
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

災
害
に
伴
う
文
教
施
設
の
応
急
修
理
に
関
す
る
こ

と
。

三　

文
教
施
設
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
財
保
護

班

一　

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

一�　

県
立
高
等
学
校
並
び
に
県
立
中
高
一
貫
教
育
校
（

以
下
「
県
立
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
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別
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第
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を

社
会
教
育
班

一�　

社
会
教
育
施
設
及
び
設
備
の
災
害
予
防
並
び
に
災

害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

社
会
教
育
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と

。

総
合
指
令
部

総
括
班

四
三

四
三

四
三

全　

員

総
合
指
令
部

総
括
班

四
四

四
四

四
四

全　

員

総
合
指
令
部

小　
　

計

四
六

四
六

四
八

総
合
指
令
部

小　
　

計

四
七

四
七

四
九

総
務
部

財
産
活
用
班

五

十

一
四

全　

員

総
務
部

財
産
活
用
班

三

八

一
二

全　

員

企
画
・
地
域
振
興

部

国
際
局

地
域
班

全　

員

東
京
連
絡
班

二

全　

員

県
土
整
備
部

河
川
班

一
三

二
七

二
七

全　

員

河
川
開
発
班

二

六

六

全　

員

県
土
整
備
部

河
川
管
理
班

一
三

二
七

二
七

全　

員

河
川
整
備
班

全　

員

企
画
・
地
域
振
興

部

小　
　

計

一

二

一
二

企
画
・
地
域
振
興

部

小　
　

計

一

二

一
四

総
務
部

総
務
事
務
厚
生
班

一

二

全　

員

東
京
連
絡
班

二

全　

員

総
務
部

総
務
事
務
厚
生
班

一

二

全　

員

県
土
整
備
部

小　
　

計

三
五

八
〇

八
二

県
土
整
備
部

小　
　

計

三
三

七
四

七
六

総
務
部

小　
　

計

九

一
八

三
一

総
務
部

小　
　

計

七

一
六

二
七

企
画
・
地
域
振
興

部

国
際
局

地
域
班

全　

員

合　
　
　

計

一
二
五
二
一
八
三
五
六

合　
　
　

計

一
二
四
二
一
五
三
五
六

京
築
県
土
整
備
建
築
班
（
行
橋
支
所
）

一
〇
所
属
職
員

の
半
数

全　

員
全　

員

朝
倉
県
土
整
備
建
築
班

一
〇
所
属
職
員

の
半
数

全　

員
全　

員
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に
改
め
る
。

　

別
表
第
六
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

別
表
第
七
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
三
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
の
十
二
第
一
項
中
「
当
該
」
を
「
同
表
の
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
十
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
十
三
の
二　

削
除

　

第
二
十
条
の
十
四
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
ガ
ス
供
給

業
」
の
下
に
「
（
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一

般
ガ
ス
導
管
事
業
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
同
条
第�

十
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
者
及
び
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十�

七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業

者
（
同
項
の
義
務
を
負
う
者
に
限
る
。
）
以
外
の
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
中
「
（
以
下
」
の
下
に
「
不
動
産
取
得
税
に
お
い
て
」
を
加
え
る

。
　

第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
中
「
一
戸
に
つ
き
千
二
百
万
円
」
を
「
一
戸
」
に
、
「
に
つ
き
千
二
百
万

円
）
」
を
「
）
に
つ
い
て
千
二
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に

、
「
前
項
」
を
「
、
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
。
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
」
を
「

京
築
県
土
整
備
建
築
班
（
行
橋
支
所
）

一
〇

所
属
職
員

の
半
数

全　

員
全　

員

京
築
県
土
整
備
建
築
班

（
伊
良
原
ダ
ム
管
理
出
張
所
）

全　

員

全　

員

全　

員
全　

員

朝
倉
県
土
整
備
建
築
班

一
〇

所
属
職
員

の
半
数

全　

員
全　

員

那
珂
県
土
整
備
建
築
班

（
南
畑
ダ
ム
管
理
出
張
所
）

全　

員

全　

員

全　

員
全　

員

那
珂
県
土
整
備
建
築
班

（
山
神
・
牛
頸
・
北
谷
ダ
ム
管
理
出
張
所
）

全　

員

全　

員

全　

員
全　

員

五
ケ
山
ダ
ム
建
設
県
土
整
備
建
築
班

三

五

全　

員
全　

員

伊
良
原
ダ
ム
建
設
県
土
整
備
建
築
班

三

五

全　

員
全　

員

苅
田
港
務
県
土
整
備
建
築
班

五

所
属
職
員

の
半
数

全　

員
全　

員

那
珂
県
土
整
備
建
築
班

（
南
畑
・
五
ケ
山
ダ
ム
管
理
出
張
所
）

全　

員

全　

員

全　

員
全　

員

那
珂
県
土
整
備
建
築
班

（
山
神
・
牛
頸
・
北
谷
ダ
ム
管
理
出
張
所
）

全　

員

全　

員

全　

員
全　

員

苅
田
港
務
県
土
整
備
建
築
班

五

所
属
職
員

の
半
数

全　

員
全　

員

河
川
班

河
川
課
長

河
川
班

河
川
管
理
課
長

再
　
　
　
掲

教
育
部

総
務
班

総
務
課
副
課
長

教
育
部

総
務
企
画
班

総
務
企
画
課
副
課
長
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。
第
二
十
条
の
三
十
二
第
三
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
」
に
、
「
及

び
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
、
「
に
つ
き
」
を
「
に
つ
い
て
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
場
合
又
は
」
を
「
と
き
、
又
は
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
と
き
は
」

に
、
「
と
き
に
限
り
」
を
「
と
き
に
限
り
、
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
を
「
、
第
一
項

」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
八
条
の
三
に
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
に
お
い
て
は

」
及
び
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「

に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め
る

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第

九
項
中
「
第
三
十
九
条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
よ

つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
の
固
定
資
産
評

価
基
準
」
を
「
に
規
定
す
る
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
を
「
こ

の
条
」
に
、
「
一
戸
に
つ
い
て
」
を
「
一
戸
」
に
、
「
に
つ
い
て
）
」
を
「
）
に
つ
い
て
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
に
係
る
」
を
「
の
用
に
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「

に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
ほ
か
、
第
一
項
の
」
を
「
ほ
か
、
」
に
、
「
場
合
の
」
を
「
場
合

に
お
け
る
」
に
、
「
そ
の
他
同
項
及
び
第
二
項
」
を
「
そ
の
他
の
同
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
第
三�

十
九
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
と
き
は
」
に
、

「
と
き
に
限
り
」
を
「
と
き
に
限
り
、
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
に

お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３�　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
税
額
か
ら
百
五
十
万
円
（
当
該
土
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の

課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
当
該
土
地
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
で
除
し
て
得
た

額
に
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
（
既
存
住
宅
の
う
ち
耐
震
基
準
適
合
既
存

住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

一
戸
に
つ
い
て
そ
の
床
面
積
の
二
倍
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
（
当
該
数
値
が
二
百

を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
百
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
乗
じ
て
得
た
金
額
）
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

　

一�　

土
地
を
取
得
し
た
者
が
当
該
土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐

震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
た
場
合
（
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
二�

十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　

二�　

土
地
を
取
得
し
た
者
が
当
該
土
地
を
取
得
し
た
日
前
一
年
の
期
間
内
に
当
該
土
地
の
上
に
あ
る

耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
て
い
た
場
合
（
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得

が
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　

第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に

改
め
、
「
一
年
以
内
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ

つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
（

当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
の
規

定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
土
地
の
取
得
の

日
か
ら
六
月
以
内
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
わ
せ
て
」
を
「
併
せ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
四
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
又
は
第
二
項
第

一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
中
「
（
既
存
住
宅
の
う
ち
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
以
外
の
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
三
十
六
の
二
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
前
に
お
け
る
当
該
仮
換
地

等
」
の
下
に
「
で
あ
る
土
地
」
を
加
え
、
「
字
句
は
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
「
に
そ
れ

ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
十�

四
の
二
第
二
項

土
地
に

土
地
に
対
応
す
る
第
二
十
条
の
二
十
三
第
十
一
項
に

規
定
す
る
仮
換
地
等
（
第
二
十
条
の
三
十
二
及
び
第

二
十
条
の
三
十
六
第
一
項
に
お
い
て
「
仮
換
地
等
」

と
い
う
。
）
に

第
二
十
条
の

三
十
二
第
一
項

額
に
当
該
土
地

額
に
当
該
土
地
に
対
応
す
る
仮
換
地
等

第
二
十
条
の
三
十�

二
第
一
項
第
一
号

の
上

に
対
応
す
る
仮
換
地
等
の
上
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付
則
第
八
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「

同
法
第
六
条
第
四
項
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
同

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三�

十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十�

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
に
つ
き
千
二
百
万
円
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
中
「
平
成
三�

十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る

。15�　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
百
九
条
の
六
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
が
同
法
第
百
九
条
の
八
の

規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
同
法
第
百
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等

促
進
計
画
に
基
づ
き
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
立
地
適
正
化
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条

第
十
項
に
規
定
す
る
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
事
業
区
域
内
に
あ
る
同
法
第
四
十
六
条
第
十�

七
項
に
規
定
す
る
低
未
利
用
土
地
の
う
ち
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

低
未
利
用
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該

取
得
が
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
低
未
利
用
土
地
の
価

格
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

16�　

租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八
項
第
五
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
又
は
同
法
第
四
十
二
条
の
四

第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
が
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八

号
）
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
経
営
力
向
上
計
画
（
同
法
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
と
し
て
同
法
第
二
条
第
十
項
第
七
号
の
事
業
の
譲
受
け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）
に
従
つ
て
行
う
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
施
行
令
で
定
め
る
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お

け
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当

該
取
得
が
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
不
動
産
の
価
格
の

六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
若
し
く
は
第
四

項
」
を
「
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
二
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
に
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
に
」
に

、
「
当
該
土
地
」
を
「
、
当
該
土
地
」
に
、
「
当
該
施
設
」
を
「
、
当
該
施
設
」
に
、
「
又
は
第
二
項

第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に
、
「
同
項
」
と
、
「
」
を
「
付
則
第
八
条
の
四
第

一
項
」
と
、
「
」
に
改
め
、
「
一
年
以
内
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受�

け
る
土
地
の
取
得
（
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
二
十
条
の
三
十�

五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は

当
該
土
地
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
を
「
こ
の

条
」
に
、
「
一
戸
に
つ
い
て
」
を
「
一
戸
」
に
、
「
も
の
に
つ
い
て
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
改
修
工
事
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の

」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
工
事
」
と
い
う
。
）
」
を

加
え
、
「
改
修
工
事
を
」
を
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
工
事
を
」
に
改
め
、
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び

第
六
項
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
五
に
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
に

」
に
、
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に
、
「
同
項
」
と
、
「
」
を

「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
」
に
改
め
、
「
一
年
以
内
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
第
一
号

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二

号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
（
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取

得
が
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に

限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
土
地
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
」
を
加
え
、
「
当
該
土
地
」
を
「
土
地

」
に
、
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
を
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加

第
二
十
条
の
三
十�

二
第
二
項

額
に
当
該
土
地

額
に
当
該
土
地
に
対
応
す
る
仮
換
地
等

第
二
十
条
の
三
十�

二
第
二
項
第
一
号

の
上

に
対
応
す
る
仮
換
地
等
の
上

第
二
十
条
の
三
十�

二
第
三
項

額
に
当
該
土
地

額
に
当
該
土
地
に
対
応
す
る
仮
換
地
等

第
二
十
条
の
三
十�

二
第
三
項
第
一
号

の
上

に
対
応
す
る
仮
換
地
等
の
上

第
二
十
条
の
三
十�

二
第
四
項
及
び
第

五
項

土
地
に

土
地
に
対
応
す
る
仮
換
地
等
に

第
二
十
条
の
三
十�

六
第
一
項

そ
の
譲
渡
す
る
住
宅
の
用
に

供
す
る
土
地
で

土
地
で
そ
れ
に
対
応
す
る
仮
換
地
等
が
そ
の
譲
渡
す

る
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
の
う
ち

の
上

に
対
応
す
る
仮
換
地
等
の
上
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え
る
。

６�　

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
（
当
該
改
修

工
事
対
象
住
宅
と
と
も
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅

用
地
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当
該
改
修
工
事

対
象
住
宅
用
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て
住
宅
性
能

向
上
改
修
工
事
を
行
つ
た
後
、
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
定
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
を
個

人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
特
定
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供

し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ

た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
百
五
十
万
円
（
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
に
係
る
不
動
産
取

得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
当
該
土
地
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
で
除
し

て
得
た
額
に
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
の
上
に
あ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
一
戸
（
共
同
住
宅
等

に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
）
に
つ
い
て
そ
の
床

面
積
の
二
倍
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
（
当
該
数
値
が
二
百
を
超
え
る
場
合
に
は
、

二
百
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
金
額

）
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

７�　

第
二
十
条
の
三
十
三
か
ら
第
二
十
条
の
三
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建
物

取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴

収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
県
の
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
、
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、
付
則

第
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事

対
象
住
宅
用
地
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅

用
地
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
土
地
の
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
、
「
前

条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
六
項
」
と

、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら

二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の

日
か
ら
一
年
以
内
、
同
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該

取
得
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
（
当
該
土
地

の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
二
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
土
地
の
取
得
の
日
か

ら
六
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「

改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
に
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
土

地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
」
と
、
「
新
築
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
」
と
、

第
二
十
条
の
三
十
四
第
一
項
中
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
六
項
」
と
、
第
二
十
条
の
三
十
五
第
一
項
中
「
土
地
」
と

あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
」
と
、
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第

一
号
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
付
則
第
八
条
の
四
第
六
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「

同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
）
を
い
う
」
の
下
に
「
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十�

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条
第
六
項
」
に
改

め
、
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三�

十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
あ
つ

て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
「
法
第
三
百
八
十
八
条
第
一
項
の
」
を
削
り
、
「
中
に
第
一
項
に
規
定

す
る
」
を
「
中
に
」
に
、
「
第
八
項
若
し
く
は
」
を
「
第
八
項
及
び
」
に
、
「
又
は
付
則
第
八
条
第
一

項
の
」
を
「
並
び
に
付
則
第
八
条
第
一
項
の
」
に
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
登
録
さ
れ
た
価
格
」
と
あ

る
の
は
「
登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以

外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
決
定
し
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
し
た
価
格
の
う
ち
付
則
第
八
条

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評

価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
」
を
「
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
表
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
三
十

第
六
項

登
録
さ
れ
た
価
格

登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
付
則
第
八
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
（
以
下
「
宅
地
評
価
土

地
」
と
い
う
。
）
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相

当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
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付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改

め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
四
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に

改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
九
項
中
「
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
装
置
（
次
項

か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
に
、
「
並
び
に
衝
突
」
を
「
、
衝
突
」
に
改
め
、
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御

装
置
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
車
線
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装

置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
二
以
上
」
を
加
え
、

「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
第
四
号
」
に
改

め
、
同
条
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

10�
　

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第

四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら�

れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で�

施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う�

。
）
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め�

ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技�

術
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保�

安
基
準
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ�

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保�

全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
第
十
三
項
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係�

る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
、
衝

突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の�

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま�

で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十�

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
十
三
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
十
二
ト
ン
を
超
え

る
」
を
「
五
ト
ン
以
下
の
」
に
改
め
、
「
バ
ス
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「

及
び
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
」
を
加
え
、
「
車
線
か
ら
の

逸
脱
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置

」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
で
定

め
る
も
の
」
を
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
に
改
め
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

日
」
の
下
に
「
（
車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
三�

十
年
十
月
三
十
一
日
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
四
第
十
一
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
十
二
項
各
号
」
に
、
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
四
第
十
一
項
第
四
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
十
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

11�　

車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法

第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一

日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安

基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
年

十
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価

額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十�

一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
」
及
び
「
附
則
第
十

条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
附
則
第
十
二
条
の

決
定
し
た
価
格

決
定
し
た
価
格
の
う
ち
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外

の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土

地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
て
得
た
額

第
二
十
条
の
三
十

第
八
項
及
び
第
九

項
第
一
号
、
第
二�

十
条
の
三
十
五
の

三
第
一
項
並
び
に

付
則
第
八
条
第
一

項

登
録
さ
れ
た
価
格

登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以

外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価

土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

加
算
し
て
得
た
額

決
定
し
た
価
格

決
定
し
た
価
格
の
う
ち
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外

の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土

地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
て
得
た
額
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二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
」
を
「
で
定
め

る
」
に
、
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
「
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
免
税
機
械
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
」
に
、
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
同
号
」
を
「
第
二
十
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
」
に
、

「
土
地
の
取
得
の
日
」
を
「
同
日
」
に
、
「
当
該
取
得
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
同
項
に
規
定
す
る
特
例

適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
と
し
て
」
を
「
同
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一�　

福
岡
県
税
条
例
付
則
第
八
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
十
五
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第　
　
　

号

）
の
施
行
の
日

　

二�　

福
岡
県
税
条
例
付
則
第
八
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
十
六
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）　

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第　
　
　

号
）

の
施
行
の
日

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定

中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課

す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取

得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３�　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十
三
項
の
規
定
は
、
平
成
三�

十
年
四
月
一
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




